
支出負担行為担当官

防衛省防衛監察本部

副監察監　　多田　拓一郎

　下記により入札を実施するので参加されたい。

１ 入札方式 一般競争入札（電子調達システム（政府電子調達（ＧＥＰＳ））対象案件）

２ 入札に付する事項

（１） 調達要求番号 監－情－H－００２

（２） 件　　　名 防衛監察本部システム用器材（０７換装）の運用支援役務

（３） 内　　　容 仕様書のとおり

（４） 履行場所 防衛監察本部

（５） 履行期限

３ 入札日時 令和8年1月28日１０：００開札

４ 入札場所 防衛省市ヶ谷庁舎Ｄ棟６階　第３会議室

５ 参加資格 （１） 　 予算決算及び会計令第７０条の規定に該当しない者であること。 なお、未成年者、被保佐人又は

被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は、本条中、特別の理由がある場合に

該当する。

（２） 　 予算決算及び会計令第７１条の規定に該当しない者であること。

（３） 　 令和７・８・９年度防衛省競争参加資格（全省庁統一資格） 「役務の提供等」のＣ等級以上に格付け

され、関東・甲信越地方の競争参加資格を有する者であること。

（４） 　 防衛省から「装備品等及び役務の調達に係る指名停止等の要領」に基づく指名停止等の措置を

受けている期間中の者でないこと。

（５） 　前号により、現に指名停止を受けている者と資本関係又は人的関係のある者であって、当該者と

同種の物品の売買又は製造若しくは役務請負について防衛省と契約を行おうとする者でないこと。

（６） 　上記（３）の等級にかかわらず防衛省所管契約事務取扱細則（平成１８年防衛庁訓令第１０８号）第１８ 

条第４項各号のいずれかに該当する者（具体的には、以下ア～キのいずれかに該当する者）であること。 

なお、要件に該当する者で入札に参加しようとするものについては、令和８年１月９日（金）13:00まで

に、下記ア～キに記載する書類等を防衛省防衛監察本部総務課へ提出すること。 

ア 当該入札に係る物品と同等以上の仕様の物品を製造した実績等を証明できる者

イ 資格審査の統一基準により算定された総合審査数値に以下の技術力の評価の数値を加算した場合に、

　当該入札に係る等級に相当する数値となる者

注：１ 特許には、海外で取得したものを含む。

　　２ 技術士には、技術士と同等以上の科学技術に関する外国の資格のうち文部科学省令で定めるものを

　有する者であって、技術士の業務を行うのに必要な相当の知識及び能力を有すると文部科学大臣が認めた

　ものを含む。

ウ ＳＢＩＲ制度の特定新技術補助金等の交付先中小企業者等であり、当該入札に係る物品又は役務に関す

令和８年３月１日～令和１２年２月２８日

2

1

入札物品の製造等に携わる技能認定者数
（特級、一級、単一級）

１１人以上 6

5

4

3

９～１０人

７～８人

５～６人

３～４人

１～２人

９人以上 15

１～２人 3

入札物品の製造等（訓令第１８条第５項に
規定する契約の対象となる物品の製造又
は役務の提供等をいう。以下同じ）に携わ
る技術士資格保有者数

７～８人 12

５～６人 9

３～４人 6

項　目 基　準 数　値

３件以上 15入札物品等（訓令第１８条第４項に規定す
る契約の対象となる物品又は役務をいう。
以下同じ）に関連する特許保有件数

２件 10

１件 5

令 和 7 年 12 月 17 日

公　　　　　告

記

（ 公 印 省 略 ）

公 告 第 ８ 号



　る分野における技術力を証明できる者

エ 株式会社産業革新投資機構、独立行政法人中小企業基盤整備機構、株式会社地域経済活性化支援

　機構、株式会社農林漁業成長産業化支援機構、株式会社民間資金等活用事業推進機構、官民イノベー

　ションプログラム、株式会社海外需要開拓支援機構、一般社団法人環境不動産普及促進機構における耐

　震・環境不動産形成促進事業、株式会社日本政策投資銀行における特定投資業務、株式会社海外交通

　・都市開発事業支援機構、国立研究開発法人科学技術振興機構、株式会社海外通信・放送・郵便事業支

　援機構、一般社団法人グリーンファイナンス推進機構における地域脱炭素投資促進ファンド事業及び株式

　会社脱炭素化支援機構の支援対象事業者又は当該支援対象事業者の出資先事業者であり、当該競争に

　係る物品又は役務に関する分野における技術力を証明できる者

オ 国立研究開発法人（科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律（平成２０年法律第６３号）第２

　条第９項に規定する研究開発法人のうち、同法別表第３に掲げるものをいう。）が同法第３４条の６第１項の規

　定により行う出資のうち、金銭出資の出資先事業者又は当該出資先事業者の出資先事業者であり、当該競

　争に係る物品又は役務に関する分野における技術力を証明できる者

カ 国立研究開発法人日本医療研究開発機構による「創薬ベンチャーエコシステム強化事業（ベンチャーキ

　ャピタルの認定）」又は国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構による「研究開発型スター

　トアップ支援事業（ベンチャーキャピタル等の認定）」において採択された者の出資先事業者であり、当該競

　争に係る物品又は役務に関する分野における技術力を証明できる者

キ グローバルに活躍するスタートアップを創出するための官民による集中プログラム（Ｊ－Ｓｔａｒｔｕｐ又はＪ－Ｓｔ

　ａｒｔｕｐ地域版）に選定された事業者であり、当該競争に係る物品又は役務に関する分野における技術力を

　証明できる者

６ 入札方法 　 落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の１０％に相当する額を加算した額（当該

金額に１円未満の端数があるときは、 その端数全額を切り捨てるものとする。）をもって落札価格とするので、

 入札者は、消費税等に係る課税事業者であるか免税業者であるかを問わず、見積もった契約金額 の１１０

分の１００に相当する金額を入札書に記載すること。

７ 入札保証金及び契約保証金 免除

８ 入札の無効  　５の参加資格のない者のした入札又は入札に関する条件に反した入札は無効とする。

９ 契約書等作成の要否 要（契約金額が５０万円を超える場合）

１０ 適用する契約条項 役務等契約条項、談合等の不正行為に関する特約条項、暴力団排除に関する特約条項

装備品等及び役務の調達における情報セキュリティの確保に関する特約条項

情報システムの調達に係るサプライチェーン・リスク対応に関する特約条項

１１ その他

（１） 　 入札参加希望者は、資格決定通知書（全省庁統一資格）の写しを事前に提出すること。

提出期限：令和８年１月２６日（月）16:00

（２） 　原則、現に指名停止を受けている者の下請負については認めないものとする。ただし、真にやむを得ない事由を防衛省

が認めた場合には、この限りではない。

（３） 　郵便等による入札参加は、予め担当者に連絡の上、令和８年１月２７日（火）16:00までに担当者必着分を有効とする。

なお、郵便等による入札で開札に立ち会わない場合において、再度入札の入札書の提出がない場合は、入札を辞退し

たものとする。

（４） 　代理人が開札に立ち会う場合、入札時に委任状を提出すること。

（５） 　本件は、政府電子調達システム（GEPS）を利用する案件である。なお、電子入札・開札システムの障害により、入札取

りやめ、本公告が変更となる場合がある。

≪電子入札による入札書受付期間≫

　公告日から令和８年１月２７日（火）17:00まで（行政機関の休日を除く）。

　また、電子入札・開札システムにより難い場合は、紙による入札方式に代えるものとする。

（６） 　資格決定通知書の写しの提出、その他の本契約に関する本書記載事項の詳細についての問い合わせ

防衛監察本部総務課　担当：会計係　馬場　　電話番号　03-3268-3111（内線33054）
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防衛監察本部仕様書 １／14 

 

 

 

件 

 

名 

防衛監察本部システム用器材（０７換装）の運

用支援役務 

作成年月日：令和 ７年１２月 ２日 

改正年月日：令和  年  月  日 

作成課名：防衛監察本部総務課 

1 総則 

1.1 適用範囲 

この仕様書は，防衛監察本部システム用器材（０７換装）の運用支援役務について規定する。 

1.2 引用文書等 

この仕様書に引用する文書は，この仕様書の規定する範囲内において，この仕様書の一部をな

すものであり，入札書又は見積書の提出時における最新版を適用すること。 

なお，引用文書に定める項目が，この仕様書の内容と異なる場合は，法令等を除き，この仕様

書の内容が優先する。 

1.2.1 引用文書 

a) 仕様書等 

1) 防衛監察本部システム用器材の借上（０７換装）（仕様書番号５－３４１－０００１） 

2) 防衛監察本部システム プロジェクト計画書 

3) 防衛監察本部システム用器材の借上（０７換装） システム構成書 

4) 防衛監察本部システム用器材の借上（０７換装） システム設定書 

5) 防衛監察本部システム用器材の借上（０７換装） 操作マニュアル 

9) 防衛監察本部システム用器材の借上（０７換装） ソフトウェアライセンス証書 

10) 防衛監察本部システム用器材の借上（０７換装） ソフトウェア一覧表 

11) 防衛監察本部システム用器材の借上（０７換装） 情報資産管理標準シート 

b) 法令等 

1) 国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律（平成１２年法律第１００号） 

2) 環境物品等の調達の推進に関する基本方針（令和７年１月２８日変更閣議決定） 

3) 個人情報の保護に関する法律（平成１５年法律第５７号） 

4) 著作権法（昭和４５年法律第４８号） 

5) 知的財産基本法（平成１４年法律第１２２号） 

6) デジタル・ガバメント推進標準ガイドライン（２０２５年（令和７年）５月２７日最終改

定。デジタル社会推進会議幹事会決定）（以下“標準ガイドライン”という。） 

7) デジタル・ガバメント推進標準ガイドライン解説書（２０２５年（令和７年）５月２７日

最終改定。デジタル庁）（以下“標準ガイドライン解説書”という。） 

8) デジタル・ガバメント推進標準ガイドライン実践ガイドブック（２０２５年（令和７年）

５月２７日最終決定。デジタル庁）（以下“標準ガイドライン実践ガイドブック”とい

う。） 

9) 装備品等及び役務の調達における情報セキュリティの確保について（通達）（防装庁

（事）第１３７号。令和４年３月３１日）（以下“情報セキュリティ通達”という。） 
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10) 情報システムに関する調達に係るサプライチェーン・リスク対応のための措置について

（通達）（防装庁（事）第３号。３１．１．９） 

11) 情報システムに関する調達に係るサプライチェーン・リスク対応のための措置の細部事項

について（通知）（装プ武第１８８号。３１．１．９） 

12) 防衛省中央ＯＡネットワーク・システム運用管理要綱について(通知)（防整情第３２１４ 

号。４．３．２） 

13) 取扱い上の注意を要する文書等及び注意電算機情報の取扱いについて（通達）（防防調第

４６０８号。１９．４．２７） 

14) 防衛情報通信基盤データ通信利用要領について（通知）（統幕指運第１１０号。２９．

７．２０） 

15) 情報保証に関する情報システム技術基準及び運用承認に係る各種様式について（通知）

（運情第９２４９号。１９.９.２０）（以下“情報システム技術基準”という。） 

16) 電子計算機の賃貸借契約（リース）に係る借上機器の確認実施要領（電（電）－Ｃ－００

０２５） 

c) 規格 

1) ＪＩＳ Ｘ ０００１～ＪＩＳ Ｘ ００３２ 情報処理用語 

2) ＩＳＯ ９００１ 品質マネジメントシステム－要求事項 

3) ＩＳＯ ２７００１ 情報技術－セキュリティ技術－情報セキュリティマネジメントシス

テム－要求事項 

4) ＪＩＳ Ｘ ９４０１ クラウドコンピューティング 

5) ＪＩＳ Ｚ ８５２１ 人とシステムとのインタラクション 

 

1.2.2 関連文書 

a) 法令等 

1) 秘密保全に関する訓令(平成 19 年防衛省訓令第 36 号) 

2) 防衛省の情報保証に関する訓令(平成 19 年防衛省訓令第 160 号) 

3) 防衛省の情報保証に関する訓令の運用について(通達)(防運情第 9248 号。19.9.20) 

4) IT 利用装備品等及び IT 利用装備品等関連役務の調達におけるサプライチェーン·リスク

への対応について(通知)(管調第 807 号。令和 3 年 1 月 21 日) 

5) 情報システムにおけるリスク管理枠組み(RMF)実施要領等について(通知)(防整サ 14551

号。令和 5 年 7 月 3 日)  

b) 技術文書等 

防衛監察本部システムの運用支援役務（令和６年度 防衛監察本部仕様書） 

 

1.3 用語の定義 

この仕様書で用いる用語及び定義は，ＪＩＳ Ｘ ０００１～ＪＩＳ Ｘ ００３２，ＪＩＳ 

Ｘ ９４０１及びＪＩＳ Ｚ ８５２１によるほか，表１のとおりとする。 
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表１ 用語の定義 

番号 用語 定義 

1  ＣＯＴＳ 機器やシステムの一部を構成する市販品である機器・部品，

ソフトウェアなどをいい，市販品に改良を加えたもの，及び

付加機能を追加したものを含む。 

2  防衛省中央ＯＡネット

ワーク・システム 

防衛省中央ＯＡネットワーク・システム基本構想に基づき，

総合的な情報化を推進するための共通基盤をいう。以下“省

ＯＡ”という。 

3  防衛省ＯＡシステム基

盤 

防衛省における業務系システムを集約し，横断的に使用され

る機能を有した基盤をいう。以下“省ＯＡ基盤”という。 

4  防衛情報通信基盤（Ｄ

ＩＩ） 

防衛情報通信基盤（Ｄｅｆｅｎｓｅ Ｉｎｆｏｒｍａｔｉｏｎ 

Ｉｎｆｒａｓｔｒｕｃｔｕｒｅの略） 

防衛省・自衛隊のコンピューター・システム等を収容し，体

系的に構築される超高速・大容量の共通ネットワークをい

う。以下，“ＤＩＩ”という。 

5  部内系 DII(オープン系)のうち,省内における電子メール送受信及び

政府共通ネットワークとの通信を行う物理ネットワークで,イ

ンターネットから隔離されたものをいう。 

6  部外系 DII(オープン系)のうち，インターネットを利用した Web 閲

覧,情報収集及び電子メール送受信を行う論理ネットワークを

いう。 

7  市ヶ谷構内ネットワー

ク 

平成２４年度に整備された市ヶ谷駐屯地・基地内の同一庁舎

内フロア間及び庁舎間のデータ伝送を行うＩＰ ネットワーク

を指す。各庁舎内フロアのノード室のアクセススイッチを整

備分界点とし，接続を承認された情報システムについては，

整備分界点までの配線及び接続を行う。 

8  市ヶ谷 LAN 市ヶ谷構内の各種システムを収容するため,整備された構内 

回線(光ケーブル) 

9  各機関等 内部部局,防衛大学校,防衛医科大学校,防衛研究所,統合幕僚

監部,陸上幕僚監部,海上幕僚監部,航空幕僚監部,情報本部,防

衛監察本部及び防衛装備庁を指す。 

10  借上器材 借上対象となるハードウェア及びソフトウェア並びに本契約

履行に必要な借上品を指す。 

11  管理端末 システム管理及びアンケート作成装置(ハードディスクドライ

ブ等の内蔵装置,ディスプレイ,キーボード及びマウスを含

む。)をいう。 

12  ネットワーク機器 ルータ,スイッチングハプ 
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13  加入システム DII に接続されているシステムをいう。 

14  仮想サーバ ソフトウェア等による仮想化技術で抽象化されたサーバをい

う。 

15  仮想ストレージ ソフトウェア等による仮想化技術で抽象化されたストレージ

をいう。 

16  仮想ネットワーク ソフトウェア等による仮想化技術で抽象化されたネットワー 

クをいう。 

17  ユーザビリティ 情報システムにおける機能性，操作性などの使い勝手をい

う。 

18 監本システム 防衛監察本部システムをいう。 

19 監本システム担当者 監本システムの管理運用を担当する職員をいう。 

20 監本システム管理者 監本システム全般の運用管理を担当する職員をいう。 

21 ＲＭＦ Risk Management Framework 

防衛省・自衛隊の情報システムの整備，運用，廃棄といった

ライフサ 

イクル全般を通じて行うリスク管理枠組みに関する業務 

 

2 調達案件の概要 

2.1 背景 

本業務は，令和８年３月に運用開始を予定している監本システムの機器及び各サービスを安定

稼動させ，円滑な運用を継続的に維持することを目的とする。 

2.2 期待する効果 

本役務は，監本システムの運用において，監本システムの機器及び各サービスを安定稼動さ

せ，円滑な運用を図るため，監本システムの監視業務，システム維持業務及び障害等対応業務，

等の運用管理支援，並びにアンケート調査業務，ＲＭＦ対応を含めたセキュリティの維持及び各

種システム報告（情報資産管理標準シート，ＤＩＩ報告，等）の作業において，技術的な支援を

受けるものである。 

2.3 期待する効果 

期待する効果は，次による。 

 

a) 動作環境の安定稼働 

監本システムの機器等の設定を適切に維持し，稼働させ，監本システムを使用した業務が円

滑に実施できる。 

b) アンケート調査業務の効率的な実施 

監本システムの利用者からのシステムの操作方法及び不具合等に関する問合せを受付け，不

具合の解決，アンケート集計業務の技術的な支援をし，アンケート調査業務を効率的に実施で

きる。 
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c) 適切なセキュリティの維持 

ＲＭＦに基づく技術的な各種対応を支援するとともに、運用するハード及びソフトウェアの

アップデート情報を把握し適切な状態を維持できる。 

 

2.4 本業務期間 

監本システムの機器等の借上期間を踏まえ，本業務期間は，令和８年３月１日から令和１２年

２月２８日までとする。 

2.5 業務・システムの概要 

本業務は，調達案件“防衛監察本部システム用器材の借上（０７換装）”により借上げ

るサーバ，端末等の機器及びソフトウェアを対象とする。（官側保有のソフトウェアライセ

ンス等は除く。）当該機器及びソフトウェアを安定稼動させ，円滑な運用を図るものとし，

監視業務，システム維持業務及び障害等対応業務等の監本システムの運用に要する業務を対

象とする。 

 

3 作業の内容 

本業務に要求する作業は次による。 

3.1 一般事項 

一般事項は，次による。 

a) 契約の相手方は，作業の実施に当たり，標準ガイドライン及び標準ガイドライン解説

書等を参照し対応すること。 

b) 契約の相手方は，本業務の契約の履行に係る官側との連絡調整及び契約の相手方が行

う業務全般を統括する者を定め，官側に通知するものとする。 

c) ＲＭＦの実施結果を基準とし，脆弱性の対策に必要な留意事項を官側と協議，決定し対

応すること。 

3.2 運用に係る作業の内容 

運用に係る作業の内容は，次による。 

3.2.1 業務実施計画書等の作成 

a) 業務実施計画書の作成 

1) 契約の相手方は，年１回，本調達仕様書及び防衛監察本部システムのプロジェクト計

画書に基づき，契約締結後速やかに業務実施計画書を作成し，官側の確認を得るこ

と。 

2) 業務実施計画書には少なくとも以下の事項を含めること。 

① 作業概要 

② 作業体制 

③ スケジュール及びＷＢＳ（作業工程表） 

※ＷＢＳには作業項目，作業内容，スケジュール，担当者等を記載すること。 

④ 提出物一覧 

⑤ 会議体 

⑥ 業務実施要領の概要 

⑦ 情報資産管理標準シートの提出時期 
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3) 契約の相手方は，必要に応じて業務実施計画書を修正し，官側の確認を得ること。 

b) 業務実施要領書の作成 

1) 契約の相手方は，年１回，業務実施計画書に基づき，契約締結後速やかに業務実施要

領書を作成し，官側の確認を得ること。 

2) 業務実施要領書には少なくとも以下の事項を含めること。 

① 進捗管理 

② リスク管理 

③ 課題管理 

④ 変更管理 

⑤ 体制管理 

⑥ 工程管理 

⑦ 品質管理 

⑧ システム構成管理 

⑨ コミュニケーション管理 

⑩ 情報セキュリティ対策 

3) 契約の相手方は，必要に応じて業務実施要領書を修正し，官側の確認を得ること。 

c) 情報資産管理標準シート（契約金額内訳）等の提出 

1) 契約の相手方は，標準ガイドライン別紙２“情報システムの経費区分”に基づき区

分された契約金額の内訳を記載した情報資産管理標準シート（契約金額内訳）を契約

締結後速やかに提出すること。 

2) 契約の相手方は，契約金額に基づく運用等経費の内訳を契約締結後速やかに提出する

こと。 

3) 契約の相手方は，標準ガイドライン別紙３“調達仕様書に盛り込むべき情報資産管

理標準シートの提出に関する作業内容”の各項に従って作成した情報資産管理標準シ

ートを，業務実施要領書等で定める時期までに提出すること。提出に際し，官側から

別途様式が提示された場合は，その指示に従うこと。 

4) 契約の相手方は，契約締結後速やかに標準ガイドライン別紙５に示す情報資産管理

標準シートを提出すること。  

3.2.2 運用に係る全般的事項 

運用に係る全般的事項は，次による。 

a) 契約の相手方は，本調達仕様書を満たす運用体制を用意すること。 

b) 契約の相手方は，本業務の契約の履行に係る官側で集約したシステムに関する問い合

わせ及び障害対応等の各種運用対応の依頼を一元的に受け付ける運用受付窓口を設置す

ること。 

c) 運用受付窓口の受付時間は９時００分～１７時３０分（土日，祝日及び年末年始を除

く。）の間とする。 

d) 受け付けた問い合わせをインシデントとして管理し，インシデントのクローズまで，

対応を継続すること。 

e) 運用対応は日本語で実施すること。 
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3.2.3 定常時の対応 

定常時の対応は，次による。 

a) 契約の相手方は，運用作業手順書等を踏まえ，次に示す定常時の運用業務を行うこ

と。 

1) 監視業務 

システムの機能の稼働状況を把握し，異常の有無を検知すること。また，ソフトウ

ェア修正等のシステムの維持に要する情報を収集すること。 

2) システム維持業務 

システムを安定的に稼働させるため，システム稼働状況に応じ，通信帯域，メモリ

及びディスク資源等のリソースを最適に配分し，一括処理及びログ取得処理等の実施

を調整すること。システムの復旧に備え，必要に応じ，ソフトウェア及びデータのバ

ックアップを取得し，保管しておくこと。また，脆弱性修正プログラムの適用及びソ

フトウェアのアップデート等を安全かつ確実に実施すること。 

3) システム利用者等サポート業務 

本業務の契約の履行に係る官側で集約したシステム利用者（管理者を含む）からの

機能，操作及び不具合等に関する問合せを受け付け，システムの円滑な利用を支援す

ること。 

4) 作業実績等に係るデータの収集及び報告業務 

各種の作業実績等に係るデータの収集・整理を行い，適宜，官側に報告すること。 

3.2.4 障害発生時の対応 

障害発生時の対応は，次による。 

a) 契約の相手方は，システムの障害（情報セキュリティインシデントを含む。以下同

じ。）が発生し，又は発生が見込まれる場合には，速やかに防衛省に報告するとともに，

その緊急度及び影響度を判断の上，障害等の受付，障害の切り分け，障害の拡大防止，

障害の復旧，障害の再発防止及び障害対応管理等の対応業務を行うこと。具体的な実施

内容及び手順は，システム取扱説明書等に基づくものとするが，障害の様態等に応じて

柔軟に対応すること。 

b) 契約の相手方は，システムの障害に関して事象の分析（発生原因，影響度，過去の発

生実績，再発可能性等）を行い防衛省に報告するとともに，同様の事象が将来にわたっ

て発生する可能性がある場合には，恒久的な対応策や再発防止策を提案すること。 

3.2.5 報告等 

日次，年次の報告等は，次による。 

a) 契約の相手方は，作業実施計画書に基づき実施した役務について，作業従事者管理報

告書及び役務実施年間報告書を作成し，防衛省に報告すること。 

b) 役務実施年間報告書には，作業実施計画書に基づく年間の運用作業の実施状況と必要

に応じた改善提案を含めること。 

3.2.6 システム監査（ＲＭＦを含む）・事業継続訓練の支援 

システム監査・事業継続訓練の支援は，次による。 

a) 防衛省が別途実施する情報セキュリティ監査において，ヒアリングシートの記入や必

要なデータの提出及び監査の実施者によるヒアリング等に対応すること。 
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b) 防衛省が別途実施する事業継続訓練において，訓練の準備に要する資料への記入や必

要なデータの提出及び訓練の運営者によるヒアリング等に対応すること。 

3.2.7 加入調査支援 

官側が別途実施する省ＯＡ，ＤＩＩ及び市ヶ谷ＬＡＮ加入調査会等において，ヒアリング

シートの記入や必要なデータの提出，調査を実施する事業者のヒアリング等において技

術的支援を行うこと。 

3.2.8 情報システムの現況確認支援 

情報システムの現況確認支援は，次による。 

a) 契約の相手方は，年１回，防衛省の指示に基づき，情報資産管理標準シートと情報シ

ステムの現況との突合・確認（以下“現況確認”という。）を実施・支援すること。 

b) 契約の相手方は，現況確認の結果，情報資産管理標準シートと情報システムの現況と

の間に差異が認められる場合は，速やかに防衛省に報告すること。 

c) 契約の相手方は，現況確認の結果，ライセンス許諾条件に合致しない状況が認められ

る場合は，速やかに防衛省に報告すること。 

d) 契約の相手方は，現況確認においてソフトウェア製品のバージョンを確認し，その結

果，サポート切れのソフトウェア製品の使用が明らかとなった場合は，速やかに防衛省

に報告すること。 

3.3 提出書類等 

提出書類の範囲，提出時期等は，表２による。 
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表２ 提出書類 

番号 文書名 部数 提出時期 提出先 備考 

1  業務従事者名

簿 
 

電子媒体：１ 契約後速や

かに 

防衛監察本部 

企画室 

“9 役務従事

者の資格等”

により要求さ

れる資格証明

書の写し及び

職務経歴書等

を添付するこ

と。 

2  情報資産管理

標準シート

（契約金額内

訳） 

電子媒体：１ 契約後速や

かに 

防衛監察本部

企画室 

 

3  業務実施計画

書 

電子媒体：１ 契約後速や

かに 

防衛監察本部

企画室 

 

4  業務実施要領

書 

電子媒体：１ 契約後速や

かに 

防衛監察本部

企画室 

 

5  作業従事者管

理報告書 

紙媒体：１ 日次 防衛監察本部

企画室 

情報システム

に関する調達

に係るサプラ

イチェーン・

リスク対応の

ための措置の

細部事項につ

いて（通知）

に基づく従事

者ごとに作業

内容の予定と

実績を日ごと

に記録したも

の 

6  令和８年度 

役務実施年間

報告書 

紙媒体：１ 令和９年２月２

８日迄 

防衛監察本部

企画室 

 

7  令和９年度 

役務実施年間

報告書 

紙媒体：１ 令和１０年２月

２９日迄 

防衛監察本部

企画室 

 

8  令和１０年度 

役務実施年間

報告書 

紙媒体：１ 令和１１年２月

２８日迄 

防衛監察本部

企画室 

 

9  令和１１年度 

役務実施年間

報告書 

紙媒体：１ 令和１２年２月

２８日迄 

防衛監察本部

企画室 
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電子媒体の種類及び方式は，官側との調整によるものとし，ＣＤ－Ｒ又はＤＶＤ－Ｒ等に

よる場合は，可能な限り１枚にまとめ，追記不可の処置を行うこと。 

 

3.1 検査 

検査は，提出書類に示された各提出時期までに官側の確認を受け，提出することにより，

行うものとする。 

 

4 満たすべき要件 

本業務に要求する作業を行うに当たり，本仕様書及び別紙“サービスレベル合意書”に

示すサービス水準を満足させること。 

 

5 作業の実施体制・方法等 

作業の実施体制・方法等は，次による。 

5.1 作業実施体制等 

本業務を実施するための体制として，役務員は，プロジェクトマネージャ及びシステムエ

ンジニアにより構成するものとする。プロジェクトマネージャは，プロジェクトを運営し，

官側との調整を行う役割として，１名を置くこと。システムエンジニアはシステムの機器等

の運用及びヘルプデスク等の実務を行う役割として，１名以上を置くものとする。 

5.2 作業の実施方法 

作業の実施方法は，次による。 

a) 作業時間 

９時００分～１２時００分及び１３時００分～１７時４５分とする。（土日，祝日及び年

末年始を除く。） 

b) 作業の実施場所 

監本システムの機器等の設置場所及び官側が指定する場所とする。 

 

6 情報の保全 

契約の相手方は，本業務の契約の履行に当たっては，次の事項について遵守すること。 

a) 契約の相手方は，防衛省から提供された個人情報及び業務上知り得た個人情報につい

て，個人情報の保護に関する法律に基づき，適切な管理を行わなくてはならない。ま

た，当該個人情報については，本業務以外の目的のために利用してはならない。 

b) 契約の相手方は，情報システムに関する調達に係るサプライチェーン・リスク対応の

ための措置について（通達）及び情報システムに関する調達に係るサプライチェーン・

リスク対応のための措置の細部事項について（通知）に定める特約条項により，サプラ

イチェーン・リスク対応を行うこと。 

c) 契約の相手方は，この契約の履行に際し知り得た保護すべき情報（契約を履行する一

環として契約の相手方が収集，整理，作成等した情報であって，防衛省が保護を要さな

いと確認していない一切の情報をいう。）その他非公知の情報（以下“保護すべき情報

等”という。）の取扱いに当たっては，装備品等及び役務の調達における情報セキュリテ

ィの確保について（通達）における添付書類“装備品等及び役務の調達における情報セ
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キュリティの確保における特約条項”及び当該添付書類の別紙“調達における情報セキ

ュリティ基準”に基づき（保護すべき情報に該当しない非公知の情報にあっては，これ

らに準じて。），適切に管理するものとする。この際，特に，保護すべき情報等の取扱い

については，次の履行体制を確保し，これを変更した場合には，遅滞なく官側に通知す

ること。 

1) 契約を履行する一環として契約の相手方が収集，整理，作成等した一切の情報が，

防衛省が保護を要さないと確認するまでは保護すべき情報として取り扱われることを

保障する履行体制 

2) 官側の同意を得て指定した取扱者以外の者に取り扱わせないことを保障する履行体

制 

3) 官側が書面により個別に許可した場合を除き契約の相手方に係る親会社，地域統括

会社，ブランド・ライセンサー，フランチャイザー，コンサルタントその他の契約の

相手方に対して指導，監督，業務支援，助言，監査等を行う者を含む一切の契約の相

手方以外の者に対して伝達又は漏えいされないことを保障する履行体制 

 

7 知的財産の取扱い 

著作権等の知的財産の取扱いは，次による。 

a) 契約の相手方は，契約書又は仕様書等の定めるところにより官側に提出された著作物

（契約の相手方の固有の技術資料（契約の相手側が第三者から提供を受けた技術資料を

含む。以下同じ。）及びプログラムの著作物を除く。）についての著作権（著作権法第２

７条及び第２８条に規定する権利を含む。）を官側に譲渡し，著作者人格権を行使しない

ものとする。また，当該著作物の著作者が契約の相手方以外の者であるときは，当該著

作者が著作者人格権を行使しないよう必要な措置をとるものとする。 

b) 官側は，この契約の履行中及び終了後５年間は，契約書又は仕様書等の定めるところ

により官側に提出された契約の相手方の固有の技術資料につき，この契約に関して防衛

省（防衛装備庁を含む。以下同じ。）が行う監督，検査，調査，試験若しくはその結果の

評価その他これに類する業務のため必要がある場合は，その内容を防衛省の内部におい

て利用し及び複製（当該技術資料のうち契約の相手方の指定するものの複製を除く。）す

ることができる。 

c) 官側は，契約の相手方からa)項により官側が譲渡を受けた著作権の利用の許諾を求め

られた場合には，特に支障がない限りこれを許諾するものとし，必要な事項は協議して

定めるものとする。 

d) c)項にかかわらず，契約の相手側は，防衛省の使用に供する目的で，a)項により官側

が譲渡を受けた著作権に係る著作物を複製し，翻訳し又は翻案することができる。 

e) 契約の相手方は，この契約の履行に当たり，第三者の有する知的財産権（知的財産基

本法第２条第２項に規定する知的財産権をいう。以下同じ。）又は技術上の知識に関し第

三者が契約の相手方に対して有する契約上の権利を侵害することのないよう必要な措置

を講ずるものとする。契約の相手方が，前文の必要な措置を講じなかったことにより官

側が損害を受けた場合は，官側は契約の相手方に対してその賠償を請求することができ

る。 
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8 役務従事者の資格等 

役務員は日本国籍を有し，本役務を実施する上で，次に示す資格又は能力等を有するこ

と。役務員は，過去５年以内に，仮想クラウド技術を含むシステムの設計，構築，維持

管理及び技術支援，評価などに関する役務を行った実績を有すること。 

a) 履行に必要な情報を取り扱うにふさわしい契約を履行する作業に従事する個人（以下

「役務員」という。）を確保すること。 

b) 役務員が，履行に必要若しくは有用な，又は背景となる経歴，知見，資格，語学（母語

及び外国語能力），文化的背景（国籍等）,業績を有すること。 

c) 役務員のうち，少なくとも１名以上が防衛省・自衛隊の情報システムの調達に関する知

識を有していること。 

d) 役務員のうち，少なくとも１名以上が防衛省・自衛隊の情報セキュリティに関する知識

を有していること。 

e) 役務員のうち，少なくとも１名以上が防衛省・自衛隊の情報システムにおける，標準ガ

イドラインに基づく設計，製造，運用等のライフサイクルにわたるプロジェクト管理の

知識を有していること。 

9 再委託 

 再委託は，次による。 

a) 契約の相手方は，この契約の履行に当たり，その全部を一括して再委託してはならな

い。 

b) 契約の相手方は，この契約の履行に当たり，その一部について再委託を行う場合に

は，再委託先の事業者名，再委託先に委託する業務の範囲，再委託を行うことの合理性

及び必要性，再委託先の履行能力並びに報告徴収，個人情報の管理その他運営管理の方

法（以下“再委託先名等”という。）について記載した文書を提出し，契約担当官等の承

認を受けなければならない。 

c) 契約の相手方は，契約締結後やむを得ない事情により再委託を行う場合には，再委託

先名等を明らかにした上で，契約担当官等の承認を受けなければならない。 

d) 契約の相手方は，上項b)又はc)により再委託を行う場合には，契約の相手方が防衛省

に対して負う義務を適切に履行するため，再委託先の事業者に対し“７ 情報の保全”

に掲げる事項について，必要な措置を講じさせるとともに，再委託先から必要な報告を

聴取しなければならない。 

e) 上項b)又はc)に基づき再委託先の事業者に業務を実施させる場合は，全て契約の相手

方の責任において行うものとし，再委託先の事業者の責に帰すべき事由については，契

約の相手方の責に帰すべき事由とみなして契約の相手方が責任を負うものとする。 

f) 契約の相手方は，本業務の契約の履行に当たり，第三者を従事させる必要がある場合

は，情報システムの調達におけるサプライチェーン・リスク対応に関する特約条項に基

づき必要な手続きを実施する。 

 

10 資料の貸与等 

資料の貸与は，次による。 
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a) 契約の相手方は，官側と調整することにより，表３及び官側が本業務の実施に必要と

認めた資料の貸与を無償で受けることができる。 

 

表３ 貸与資料 

番号 名称 
秘密

区分 
媒体 数量 貸付期限 

貸付・返却場

所 

1 情報保証に関する情報システ

ム技術基準及び運用承認に係

る各種様式について（通知）

（運情第９２４９号。１９．

９．２０）別冊“注意” 

注意 紙 １部 契約締結後 

～ 

賃貸借終了

日 

防衛監察本部 

2 防衛監察本部システムのプロ

ジェクト計画書 

－ 紙 １部 契約締結後 

～ 

賃貸借終了

日 

防衛監察本部 

注 応札者は，官側の指定する場所・日時において，※表３の文書を閲覧することができ

る。 

b) 契約の相手方は，防衛省が保有する資料の貸与を受ける場合は，善良なる管理者の注

意をもって取扱うこととし，法令及び関連規則等に従い，防衛省が指定する条件を遵守

すること。 

c) 契約の相手方は，本業務期間満了までに，防衛省から貸与された資料を返却するこ

と。 

 

11 官側の支援 

契約の相手方は，本業務の契約の履行に当たって必要な場合は，契約担当官等を通じて，

防衛省が認める範囲内において，次に示す官側の支援を無償で得ることができる。 

a)  国有財産の使用 

契約の相手方は，本業務の遂行に伴い，次の施設，設備等を適切な管理の下，必要な範囲

で，無償で使用することができる。 

1) 業務に必要な電気設備，水道設備 

2) 防衛省内における施設 

3) 防衛省の保有する器材 

4) 防衛省内の回線 

5) その他防衛省が認める施設，設備等 

b)  国有財産の使用制限 

国有財産の使用制限は，次による。 

1) 契約の相手方は，上項a)の国有財産について，本業務の実施及び実施に付随する業

務以外の目的で使用し，又は利用してはならない。 

2) 契約の相手方は，あらかじめ防衛省と協議した上で，防衛省の業務に支障を来さな

い範囲内において，施設内に本業務の実施に必要な設備等を持ち込むことができる。 
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3) 契約の相手方は，上項1)で設備等を設置した場合は，設備等の使用を終了又は中止

した後，直ちに必要な原状回復を行う。 

4) 契約の相手方は，既存の建築物，工作物等に汚損，損傷（機器の故障等を含む。以

下同じ。）等を与えないよう十分に注意し，損傷が生じるおそれがある場合は，養生

を行うものとする。損傷が生じた場合は，契約の相手方の責任と負担において速やか

に復旧しなければならない。 

 

12 立入禁止場所等への立入提出資料等 

契約の相手方は，この契約の履行にあたり，立ち入り禁止区域への立入が必要な場合に

は，官側が定める規則等に従い，事前に立入申請を行うこと。 

 

13 仕様書の疑義 

この仕様書において疑義を生じた場合は，速やかに契約担当官等と協議すること。 

 

14 附属書等 

次による文書は，この仕様書の一部をなすものとする。 

別紙“サービスレベル合意書” 

 



別紙 

1 

サービスレベル合意書 

 

本業務に要求する作業を行うに当たり，実施する各サービス項目の達成すべき水準は，表

1 による。 

別表１ サービスの達成すべき水準 

No 分類 サービス項目 達成すべき水準 

1 監視業務 システム機能の稼働

状況の把握 

システムの各機能の稼働状況の把握するた

め，ログデータ等の分析を，９時００分～

１７時３０分（土日，祝日及び年末年始を

除く。）の間，現地での確認は月１回以上

の実施。 

2  ソフトウェアの脆弱

性情報等の情報の収

集 

システムのソフトウェアに関する新規の脆

弱性情報等のシステム維持に要する情報の

収集を，９時００分～１２時００分及び１

３時００分～１７時４５分（土日，祝日及

び年末年始を除く。）の間，１ヶ月当たり

１回以上の実施。 

3 システム維持

業務 

システムリソースの

配分見直し 

通信帯域，プロセッサ，メモリ及びディス

ク資源等のシステムリソースの配分の見直

し及び見直しに基づくシステム設定の調整

を，必要に応じ１日当たり１回以上実施。 

4  一括処理等の調整 システムに設定された一括処理（定期再起

動、本システムのソフトウェアが実施する

内部の定期一括処理）及びログ取得処理等

のシステムの定常的な自動処理の履歴を分

析し，システム設定の調整を，必要に応じ

月１回以上実施。 

5  システムバックアッ

プ 

システムのソフトウェアのバックアップ取

得及び当該バックアップファイルの完全性

検証を，１か月当たり１回以上実施するこ

と。バックアップファイルは３世代以上保

持しておくこと。 

6  ログデータバックア

ップ 

システムのログデータのバックアップ取得

及び当該バックアップファイルの完全性検

証を１か月当たり１回以上実施すること。

インシデント追跡の所要に備え，全てのバ

ックアップファイルを保持しておくこと。 

7  ソフトウェアのバー

ジョンアップデート 

保守を担当する事業者から提供される，ソ

フトウェアの修正プログラムについて，当

該プログラム適用による影響検証及びシス

テムへの適用を，必要に応じ年１回以上実

施。 
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別表１ サービスの達成すべき水準（続き） 

No 分類 サービス項目 達成すべき水準 

8 システム利用

者等サポート

業務 

システム利用者等か

らの問合せ受付 

本業務の契約の履行に係る官側で集約した

システム利用者（管理者を含む）からのシ

ステムのハードウェア及びソフトウェアに

係る操作方法及び不具合等に関する問合せ

を電話、メール等により，９時００分～１

７時３０分（土日，祝日及び年末年始を除

く。）の間受け付けること。 

9  システム担当者等へ

の技術支援 

ＤＩＩ（オープン系），市ヶ谷ＬＡＮ，省

ＯＡ基盤等，使用する官側サービスの加入

調査等の確認支援，アンケート調査業務の

技術支援及び調整会議に際し，必要に応じ

て年１回以上支援すること。 

10 作業報告業務 作業実績等に係るデ

ータの収集及び報告 

各種の作業実績等に係るデータの収集・整

理を適宜に行い，日次及び年次等，定めら

れた時期に官側へ報告すること。 

11 障害等対応業

務 

システム障害（情報

セキュリティインシ

デントを含む）への

対応 

障害（情報セキュリティインシデントを含

む。）の発生，又は発生が見込まれる場合

を認知した都度に実施すること。 

12  障害（情報セキュリ

ティインシデントを

含む）対応結果に基

づく改善 

障害（情報セキュリティインシデントを含

む）対応の終了後，1 か月以内に結果を分

析し，分析結果及び必要なシステムの改善

案等を提出すること。 

 



 

 

 

 

 

   情報セキュリティ指定書 

 

発 簡 番 号    

調達要求番号  

調達要求年月日   令和７年１２月１０日 

作 成 部 課   防衛監察本部総務課 

作 成 年 月   令和７年１２月１０日 

品        名 防衛監察本部システム用器材（０７換装）の運用支援役務 

仕 様 書 番 号  

 

 １ 保護すべき情報の管理  

 契約の相手方は、この契約の履行に当たり知り得た保護すべき情報の取扱いに当たっては、装

備品等及び役務の調達における情報セキュリティの確保について（防装庁（事）第１３７号。令和４年

３月３１日）別添の装備品等及び役務の調達における情報セキュリティの確保に関する特約条項の

規定に基づき、適切に管理するものとする。 

 

 ２ 保護すべき情報として指定された情報 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 保護すべき情報 

 

保護すべき情報の詳細 
企業で取り扱う際の

留意事項 

 

備 考 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

技術基準を示

す情報 

 

 

情報保証に関する情報システム技

術基準及び運用承認に係る各種

様式について（通知）(運情第９２４９

号。１９.９.２０別冊(注意)) 

 

 

 

なし 

 

書面により授受を

明確にすること。 

 

 ３ 特記事項 

   なし 

 

 



調達要求番号：監－情－H－００２

履行期間

単位 数量 単価 金額 備考

（税抜）

貴通知・公告に対し、入札心得・契約条項等承諾の上、上記のとおり提出いたします。

令和　　年　　月　　日
支出負担行為担当官
防衛省防衛監察本部
副監察監　　　　　　殿

入　　　　札　　　　書

　　　￥

令和８年３月１日～令和１２年２月２８日 履行場所

件名・品名等

防衛監察本部システム用器材（０７換装）の運用支援役務 仕様書のとおり

防衛監察本部

以下余白

担 当 者
（ 連 絡 先 Ｔ Ｅ Ｌ ）

合　　　　　計

住 所

会 社 名

代 表 者 名

発 行 責 任 者
（ 連 絡 先 Ｔ Ｅ Ｌ ）


